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第３次伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン（案）の

パブリックコメントの結果について

１ パブリックコメントの実施結果及び対応について

（１）パブリックコメント実施の概要

①意見募集の期間

令和５年 12 月１日（金）～令和６年１月４日（木）

②意見提出の対象者

伊勢志摩圏域内に在住、通勤又は通学されている人など

③周知方法

・伊勢市公報

・伊勢志摩圏域の各市町ホームページ

・伊勢志摩圏域の各市町広報紙

・伊勢市公式ＬＩＮＥ

・伊勢市行政チャンネル文字放送

・デジタルサイネージ「わがまちＮＡＶＩ」

で周知するとともに、次に掲げる場所に備え置き、縦覧に供した。

<計画（案）の縦覧場所（40箇所）>

・伊勢市役所本庁舎（本館１階市民ホール、企画調整課、総務課）

・伊勢市役所各総合支所生活福祉課（二見、小俣、御薗）

・伊勢市役所各支所（神社、大湊、浜郷、宮本、豊浜、北浜、城田、四郷、沼木）

・伊勢市立図書館（伊勢、小俣）

・生涯学習センター（いせトピア、二見）

・いせ市民活動センター

・鳥羽市役所（企画財政課、市民課、坂手連絡所、加茂連絡所、鏡浦連絡所、長岡連絡所、

桃取連絡所、答志連絡所、菅島連絡所、神島連絡所）、鳥羽市保健福祉センターひだまり、

鳥羽市立図書館

・志摩市役所（総合政策課）

・玉城町役場（総務政策課）

・度会町役場（市民ホール、みらい安心課）

・大紀町役場（総務企画課）

・南伊勢町役場（南勢庁舎、南島庁舎）

・明和町役場（まちづくり戦略課）

教育民生委員協議会資料４－１

令和６年２月６日

担当：情報戦略局 企画調整課

総務政策委員協議会資料１－１

令和６年２月７日

担当：情報戦略局 企画調整課

産業建設委員協議会資料４－１

令和６年２月５日

担当：情報戦略局 企画調整課
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（２）意見募集の結果 （資料２参照）

・意見数４件（意見人数２人）

オンライン ３件（１人）

メール １件（１人）

（３）意見による計画案の修正

なし（補足説明の追加のみ）

２ パブリックコメント後の対応について

（１）計画案の修正（パブリックコメント以外）

・「伊勢志摩地域への旅客誘致」の連携市町に大紀町を追加（資料３ P18 参照）

（２）第４回伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン懇談会（令和６年１月 17 日開催）

・パブリックコメント意見の取り扱いに係る審議

・答申（令和６年１月 17日付）

３ 今後の進め方

令和６年２月 伊勢市議会（パブリックコメント結果及び定住自立圏形成協定の変更に係る協議）

令和６年３月 各市町議会 議案提出（協定の新規締結・変更）

※以下は、議決が得られた場合

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定書の締結

策定・公表



ＮＯ
資
料
頁

ビジョン
（案）の

修正の有無

1 全体 指標について活動につての指
標は記載されているが、成果
についての指標が設定されて
おらず、進捗管理が困難であ
るように思う。

各取組の進行管理においては、具体的
な成果を表す成果指標の設定が重要で
あると認識しています。一方で、指標
のわかりやすさ、客観性、定期的な数
値測定が可能であることなどを踏まえ
て、連携市町間で設定する指標を検討
した結果、活動についての指標のみの
設定となった取組もございます。
ビジョンの進行管理においては、各指
標の目標値に対する達成状況を確認す
るとともに、指標には現れない定性的
な部分についても現状把握し、その後
の取組の方向性を毎年度整理しながら
進めてまいります。

－ 無

2 圏域の将来像 圏域の将来像：交付金のため
の計画と承知はいているが、
各市町の人口推計や圏域とし
ての具体的な課題とその対
応、1次2次の振り返り等にも
う少し触れる必要があるので
はないか。

第3次共生ビジョン（案）の作成にあ
たっては、圏域の現状と課題を整理す
るとともに、第2次共生ビジョンの暫定
総括として、第2次共生ビジョンにおけ
る取組の進捗及び課題を整理いたしま
した。それらを踏まえ、伊勢志摩定住
自立圏共生ビジョン懇談会において、
ビジョン案の審議を行ってまいりまし
た。
また、各市町の人口ビジョン等を踏ま
え、「Ⅱ　圏域の将来像」において、
圏域人口の将来展望を設定しておりま
す。

3 無

3 p５　休日・夜
間応急診療所
の維持運営に
ついて

休日・夜間応急診療所の維持
運営について、利用者数(人)
の実績値から目標値が倍増し
ているが、いかなる理由か。
本文若しくは備考に記載が必
要では。

利用者数については、コロナの影響に
よる受診控え等により、令和2年度～4
年度の実績値は落ち込んだ状況となっ
ています。現在は、コロナの影響も落
ち着いてきていることから、コロナ禍
以前の実績値（1万人程度）を参考と
し、目標値を設定したものです。本内
容については、備考欄に補足説明いた
します。

5 無
（補足説明の
追加のみ）

4 全体 このエリアは観光と一次産業
ということになるが、それ以
外にもハイテク工場だとか、
アートなども交えた総合エリ
ア地域とする。市町だけでな
く、各産業やNPOなども参加
する組織にする、一種の地域
国家のような試みにする。
また、将来は空飛ぶ車もでき
るので、伊勢湾の対岸の田原
市と提携して、伊勢湾を飛ん
で伊勢志摩地域に来る観光客
（その逆も）用のための駐車
場も整備しておく。

定住自立圏構想については、国の定め
る要綱に基づき、中心市と近隣市町が
相互に役割分担し、連携・協力するこ
とにより、圏域全体で必要な生活機能
等を確保することを目的としておりま
す。
今後、頂いたご意見を参考としなが
ら、圏域市町及び関係機関と圏域の発
展に繋がる取組の拡充・追加を検討
し、伊勢志摩定住自立圏構想の推進に
努めてまいります。

－ 無

第３次伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン（案)パブリックコメント意見に対する考え方について

意見対象箇所 意見内容 市の考え方

教育民生委員協議会資料４－２
令和６年２月６日
担当：情報戦略局　企画調整課

総務政策委員協議会資料１－２
令和６年２月７日
担当：情報戦略局　企画調整課

産業建設委員協議会資料４－２
令和６年２月５日
担当：情報戦略局　企画調整課



第３次伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン（案）

※修正箇所のみ抜粋

教育民生委員協議会資料４－３

令和６年２月６日

担当：情報戦略局 企画調整課

総務政策委員協議会資料１－３

令和６年２月７日

担当：情報戦略局 企画調整課

産業建設委員協議会資料４－３

令和６年２月５日

担当：情報戦略局 企画調整課



【区分】生活機能の強化

【政策分野】医療・福祉

【施策名】医療体制の確保

取　組　事　項 休日・夜間応急診療所の維持運営

伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町 明和町

○ ○ ○ ○ ○ ○

取組内容

救急医療体制を確保するため、休日夜間の一次救急医療体制（休日・夜
間応急診療所）を維持運営する。

中心市の役割

伊勢市休日・夜間応急診療所を維持運営する。

連携市町の役割

伊勢市休日・夜間応急診療所（鳥羽市及び志摩市は歯科診療に限る。）
の運営に必要な経費を負担する。

現状と課題

圏域の休日・夜間における一次救急医療は、伊勢市、鳥羽市及び志摩市
の休日・夜間応急診療所にて行っている。内科、小児科とともに歯科を
開設しているのは伊勢市休日・夜間応急診療所だけである。

事業の概要

伊勢地区医師会、伊勢地区歯科医師会及び伊勢薬剤師会に委託し、休
日・夜間の一次救急医療体制(伊勢市休日・夜間応急診療所)を維持運営
する。

期待される効果

休日・夜間の一次救急医療体制を確保することで、住民の休日・夜間に
おける診療の不安を軽減するとともに健康管理に繋がる。 

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

事業費　（千円） 129,830 129,830 129,830 129,830 129,830

具体的な内容 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

伊勢市休日・夜間応急診療所の
運営

実績値 年度別目標値

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

開所日数（日） 365 365 365 365 366 365

時点 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

利用者数（人） 4,664 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

時点 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

時点

備　　考

成果指標「利用者数（人）」のＲ４実績値は新型コロナウイルスの影響による受診控え等により、
一時的に落ち込んでいるものです。目標値については、新型コロナウイルスの影響も落ち着いてき
ていることから、コロナ禍以前の実績値（1万人程度）を参考とし、目標値を設定したものです。

※事業費欄は連携市町の予算額（見込）の合計を記載しています。

※成果指標欄の「/」は実績値未判明、「-」は実績値なし。

連　携　市　町

協
定
の
内
容

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

成果指標（単位） 指標の算出方法

伊勢市休日・夜間応急
診療所の年間開所日数

伊勢市休日・夜間応急
診療所の年間利用者数

取
組
の
実
績
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【区分】生活機能の強化

【政策分野】産業振興

【施策名】観光の振興

取　組　事　項 伊勢志摩地域への旅客誘致

伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町 明和町

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

取組内容

伊勢志摩地域への旅客誘致を図り、伊勢志摩地域の情報発信、修学旅行
の誘致等の取組を行う。

中心市の役割

公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構における連携事業を中心
とし、連携市町と連携し、必要な取組を行う。

連携市町の役割

公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構における連携事業を中心
とし、中心市と連携し、必要な取組を行う。

現状と課題

新型コロナの制限緩和に伴い、国内外ともに、旅行者の動きもコロナ禍
に比べ大きく活発化しているが、観光産業の完全回復までには至ってい
ない。伊勢志摩地域の観光客を増加させるには、引き続き、地域が一体
となって取り組むことが重要である。実施する事業については随時見直
すとともに、大阪・関西万博や次期式年遷宮も視野に入れて積極的に進
める必要がある。

事業の概要

伊勢志摩地域の情報発信、修学旅行等の誘致、伊勢志摩観光振興プラン
の策定や、次期式年遷宮を見据えた事業等を実施し、伊勢志摩地域への
旅客誘致を図る。また、観光型MaaS事業の実施により伊勢志摩地域の観
光DXを推進する。
インバウンド事業については、大阪・関西万博を契機と捉え、高付加価
値化事業の実施による滞在の長期化や消費促進などを図る。

期待される効果

伊勢志摩地域の魅力創出・発信を行うことにより、伊勢志摩地域への観
光客の増加に繋がる。

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

事業費　（千円） 71,650 71,650 71,650 71,650 71,650

具体的な内容 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

観光情報の発信

高付加価値化事業

観光型MaaS事業

実績値 年度別目標値

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

旅客数（万人） 2,123 2,267 2,411 2,668 2,958 2,996

時点 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

時点

時点

備　　考

・伊勢志摩観光コンベンション機構：伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会
町、大紀町、南伊勢町、明和町、多気町、松阪市、三重県他民間団体
※成果指標及び目標値については、今年度策定予定の伊勢志摩観光振興プラン
（令和６～10年度）の内容の確定により変更する可能性があります。

※事業費欄は連携市町の予算額（見込）の合計を記載しています。

※成果指標欄の「/」は実績値未判明、「-」は実績値なし。

連　携　市　町

協
定
の
内
容

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

成果指標（単位） 指標の算出方法

連携市町における観光レクリ
エーション入込客数の合計
（三重県観光レクリエーション
入込客数推計書）

取
組
の
実
績
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定住自立圏形成協定の変更について

１ 主な経過

平成 25 年 ７月 18 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の締結

平成 27 年 ３月 31 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の変更（１回目）

平成 28 年 ３月 30 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の変更（２回目）

平成 29 年 ３月 31 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の変更（３回目）

平成 31 年 ３月 29 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の変更（４回目）

令和 ２年 ３月 31 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の変更（５回目）

令和 ４年 ３月 25 日 伊勢志摩定住自立圏形成協定の変更（６回目）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

令和 ５年 10 月 27 日 伊勢志摩定住自立圏推進協議会において定住自立圏形成協定の変更に

ついて協議

２ 変更の内容等

（１）新規取組について

①自転車を活用したまちづくり

ア 対象市町 鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、明和町

イ 変更理由

ナショナルサイクルルートに指定された太平洋岸自転車道や各市町の交通の結節点等に

おける安全で快適な自転車の通行環境の確保に向けて、令和４年７月に伊勢志摩地域におけ

る自転車等活用検討会を設立し、生活および観光の交通手段としての自転車活用に向けた取

組の検討を進めている。

検討会において伊勢志摩地域自転車等活用推進計画を策定し、圏域市町の連携のもと、サ

イクルツーリズムの推進や自転車通行空間の確保、健康づくりの啓発、安全利用の促進など、

地域一体で自転車を活用した取組を行うものである。

ウ 変更内容

協定書の「別表第１（第３条関係）生活機能の強化に係る政策分野」に、「自転車を活用

したまちづくり」に係る内容を追加する。

②インクルーシブスポーツ環境の充実

ア 対象市町 鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、明和町

イ 変更理由

インクルーシブスポーツの普及啓発については、関係団体と連携し、イベント等開催する

など、取組を進めているところであるが、圏域住民の認知度はまだ低い状況にある。このこ

とから、関係団体との連携強化を図りながら、イベント、講習会、研修会等の開催により、

さらなる普及啓発に取り組むものである。

ウ 変更内容

協定書の「別表第２（第３条関係）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野」に、

「インクルーシブスポーツ環境の充実」に係る内容を追加する。

総務政策委員協議会資料２

令和６年２月７日

担当：情報戦略局企画調整課
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（２）取組内容の変更について

①宮川流域の環境保全・情報発信

ア 対象市町 玉城町、度会町、大紀町、明和町

イ 変更理由

宮川流域ルネッサンス協議会は、健全な水循環の構築、豊かな自然の保全・再生、魅力あ

る地域づくりを目的として、住民・企業・行政が協働して水質調査や植樹事業、広報紙など

を活用した宮川の魅力発信、イベント実施などに取り組んできた。

令和５年度からは協議会の役割を見直し、構成団体が目的達成に向けて主体的に取り組む

ための協議・情報共有の場としたことから、協定書の記載内容を修正するものである。

ウ 変更内容

協定書の「別表第２（第３条関係）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野」の４

の施策「宮川流域の保全・活用」を現在の体制に即した内容に変更する。

（３）対象市町の追加について

①伊勢志摩地域への旅客誘致

ア 対象市町 大紀町

イ 変更理由

現在、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町及び明和町の７市町が連携し、

「公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構」において、連携事業を進めているところ

である。令和５年１２月に大紀町が特別会員として参画することが決議されたことから、伊

勢志摩定住自立圏においても、大紀町とも連携して取り組むものである。

ウ 変更内容

協定書の「別表第１（第３条関係）生活機能の強化に係る政策分野」の２の施策「観光の

振興」に「伊勢志摩地域への旅客誘致」に係る内容を追加する。

３ 今後の進め方

令和６年２月 伊勢市議会（パブリックコメント結果及び定住自立圏形成協定の変更に係る協議）

令和６年３月 各市町議会 議案提出（協定の新規締結・変更）

※以下は、議決が得られた場合

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定書の締結

策定・公表
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【参考】定住自立圏形成協定 変更案

※下線部分が今回追加・修正する内容（案） 甲：伊勢市 乙：連携市町

別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

【対象市町：大紀町】

２ 産業振興

【対象市町：鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、明和町】

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

【対象市町：玉城町、度会町、大紀町、明和町】

４ その他（大紀町のみ「３ その他」）

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

観光の振興 伊勢志摩地域への旅客誘致

を図り、伊勢志摩地域の情

報発信、修学旅行の誘致等

の取組を行う。

公益社団法人伊勢志

摩観光コンベンショ

ン機構における連携

事業を中心とし、乙と

連携し、必要な取組を

行う。

公益社団法人伊勢志

摩観光コンベンショ

ン機構における連携

事業を中心とし、甲と

連携し、必要な取組を

行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自転車の活

用推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進

に向けて、自転車を活用した

取組を行う。

自転車を活用した

まちづくりに取り組

む組織等において、

乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したま

ちづくりに取り組む組

織等において、甲と連

携し、必要な取組を行

う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

宮川流域の

保全・活用環

境保全・情報

発信

宮川流域ルネッサンス協議

会において、流域情報の集約

及び提供、河川環境の研究結

果の共有、広報紙などを活用

した宮川の魅力を紹介する

情報発信及びイベントの実

施等に取り組む。宮川流域の

環境保全及び魅力を伝える

ための情報発信等を行う。

宮川流域ルネッサン

ス協議会に参画し、

流域市町である乙と

連携し、宮川流域の

保全・活用に必要な

取組を行う。

宮川流域ルネッサン

ス協議会に参画し、流

域市町である甲と連

携し、宮川流域の保

全・活用に必要な取組

を行う。
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【対象市町：鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、明和町】

４ その他

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

インクルー

シブスポー

ツ環境の充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推

進を図る。

乙と連携し、イン

クルーシブスポーツ

のイベント、講習会、

研修会等を開催し、

インクルーシブスポ

ーツの普及啓発を図

る。

甲と連携し、インク

ルーシブスポーツの

普及啓発を図る。



各種証明書のコンビニ交付手数料の減額について

１．目的

マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端

末機（マルチコピー機）を介して、各種証明書を取得することができるサービス（以

下「コンビニ交付」という。）に係る交付手数料を減額するキャンペーンを実施し、

コンビニ交付の利用拡大を図る。

２．実施時期・期間

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

３．減額する金額

コンビニ交付で扱う以下の証明書に係る交付手数料を一律１００円減額する。

４．期待する効果

・行かなくてよい行政サービスの推進

・効率的な事務執行の推進と窓口の混雑緩和

・マイナンバーカードの取得率の向上

５．その他

今後の予定

令和６年３月市議会定例会に伊勢市手数料徴収条例の一部改正案を提出

（参考）

コンビニ交付利用状況

マイナンバーカード交付状況

証明書の種別 コンビニ交付手数料 窓口手数料

住民票の写し １００円 ２００円

印鑑登録証明書 １００円 ２００円

戸籍全部（個人）事項証明書 ３５０円 ４５０円

戸籍の附票の写し １００円 ２００円

所得（課税）証明書 １００円 ２００円

課税証明書 １００円 ２００円

非課税証明書 １００円 ２００円

対象証明書の交付総数
うち

コンビニ交付

交付総数に占める

コンビニ交付の割合

令和４年４月～

令和５年３月実績
113,219 枚 17,248 枚 15.2％

令和５年４月～12 月実績 83,702 枚 20,880 枚 24.9％

累計交付枚数 交付枚数率

令和５年 ３月末時点 83,128 枚 67.5％

令和５年 12 月末時点 93,657 枚 76.9％

総務政策委員協議会資料３

令和６年２月７日

担当課：環境生活部戸籍住民課

総務部課税課



コンビニ交付 サービス提供時間

※ ①年末年始・メンテナンス時は除きます。

②店舗の営業日・営業時間内に限ります。

証明書の種別 利用時間

住民票の写し

印鑑登録証明書

所得（課税）証明書

課税証明書

非課税証明書

６時 30 分～23 時

戸籍全部（個人）事項証明書

戸籍の附票の写し
月～金曜日（祝日除く）9 時～17 時 15 分
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伊勢市人権施策基本方針の改定について

１ パブリ ッ ク ・ コ メ ント 実施の概要

（ １ ） 意見募集し た案件

伊勢市人権施策基本方針（ 案）

（ ２ ） 意見募集方法

市公報、広報いせ、市ホームページ、市行政チャ ンネル文字放送、市公式 LI NE、

デジタ ルサイ ネージ「 わが街 NAVI 」

（ ３ ） 縦覧場所（ 22 箇所）

・ 市役所（ 本館１ Ｆ 市民ホール、 人権政策課、 総務課）

・ 各総合支所生活福祉課（ 二見、 小俣、 御薗）

・ 各支所（ 神社、 大湊、 宮本、 浜郷、 豊浜、 北浜、 城田、 四郷、 沼木）

・ 市立図書館（ 伊勢、 小俣）

・ 生涯学習センタ ー（ いせト ピア、 二見）

・ いせ市民活動センタ ー

・ 朝熊市民館、 黒瀬市民館

（ ４ ） 意見提出の対象者

市内に在住または通勤・ 通学さ れている 方など

（ ５ ） 意見募集期間

令和５ 年 12 月１ 日～令和６ 年１ 月４ 日

２ 意見募集の結果

意見数 ４ 人（ ６ 件）

【 提出方法別内訳】： 窓口２ 件、 郵送１ 件、 オンラ イ ン３ 件

３ 意見内容及び市の考え

No 頁 寄せら れたご意見 市の考え
修正の

有無

１ 15 15 ページに人権擁護と 救済のための

施策と ある が、 内容は相談のみ。 こ れは

入り 口を用意し ただけにすぎない。 それ

以降が全く 述べら れていないから 、 話を

聞き ますが後は知り ませんと 捉えら れて

も 仕方ない。 こ れでこ れから 数年間は使

う 方針ですか。相談を受けて、真相解明、

聞き 取り 、 人権侵害かその実態把握、 問

題解決の方策、 再発防止のための透明化

救済に関し ては、 法務省人権

擁護局の「 人権侵犯事件調査処

理規定」 や三重県の「 差別を解

消し 、 人権が尊重さ れる 三重を

つく る 条例」 に基づき 、 市と し

ても 法務局や三重県など 関係

機関と の連携の充実を図り 、 当

事者間の問題解決に向け支援

し ていき ます。 こ れを明示する

有

総務政策委員協議会資料４ －１

令和６ 年２ 月７ 日

担当： 環境生活部 人権政策課
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まで述べる べき 。 こ れで始めて救済に値

する 。以上の内容がそっく り 抜けてます。

2 以降の項目を起こ し 、 方針に盛り 込ん

でく ださ い。 方針の体をなし ており ませ

ん。

ため、 施策に「 救済に向けた連

携の強化」 を加えます。

２ 15

22

23

22

23

（ ３ ） の見出し の中にある 救済に関わる

部分がほと んど無いのが疑問です。

・ 人権侵害が発生し た時のこ と がこ の方

針のどこ にも 書かれており ません。 救済

と いう 以上、 A人権侵害の実態把握（ こ

れは①に少し あり ）、Bそれに対応する 手

立て、 C再発防止の手立ての３ 点は方針

にそのあり 方が述べら れる べき でし ょ

う 。 も し く は、（ ３ ） の見出し の「 救済」

を削除する かです。

☆今までの方針にも なかったと お聞き し

まし た。 少々おどろき まし た。 まさ か、

相談し ておわり ですか？そし て検討は

10 年後ですか。

基本方針の１ つ目 社会的障壁（ バリ

ア） 入れる → P23 に「 バリ ア」 と あ

る ので。

障害と 障がいの使い分けの根拠を P23

に付記する → 知ら ない人が多いの

で。 法律（ 国） か県市か

現状と 課題のラ スト 「 推進する 必要が

あり ます」（ ←人ごと ） を「 推進し ます」

へ。（ まちづく り する のは行政、 市民）

P23 の１ つ目の項目→こ れではイ ンク

ルーシブスポーツし かないのかと 思われ

る 。 つまり ボッ チャ だけする と いう こ と

か。

救済に関し ては、 法務省人権

擁護局の「 人権侵犯事件調査処

理規定」 や三重県の「 差別を解

消し 、 人権が尊重さ れる 三重を

つく る 条例」 に基づき 、 市と し

ても 法務局や三重県など 関係

機関と の連携の充実を図り 、 当

事者間の問題解決に向け支援

し ていき ます。 こ れを明示する

ため、 施策に「 救済に向けた連

携の強化」 を加えます。

相談が寄せら れた場合は、 し

かる べき 機関へつなぎ連携し

て支援をし ています。 また、 基

本方針の見直し は、 社会情勢の

変化など 必要に合わせ行っ て

いき ます。

現状と 課題の８ ～９ 行目に

「 障壁（ バリ ア）」 と 記載をし

ている こ と から 、 原案のと おり

と し ます。

ご意見をふま え、「 障がい」

の使用についての考え方を 本

文に追記し ます。

課題について記載し ている

箇所である ため、 原案のと おり

と し ます。

イ ン ク ルーシブス ポーツ は

多々あ る 交流の場の一例と し

て挙げていま す。「 イ ンク ルー

シブスポーツなど」 と 記載し て

いる ため、 原案のと おり と し ま

有

無

有

無

無
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22

39

39

現状と 課題 ℓ7「 障がいの有無」 →「 障

害の有無」（ 法律なので） ℓ10 は OK。 ℓ

14 は伊勢市のコ メ ント なので OK

権利擁護の意味を P39 の用語に入れる

→ 障害者は権利擁護が根幹なので。

P39 へ社会的障壁について「 障害者基

本法」 を引用し て４ つ示す。

す。

ご意見をふまえ、 漢字での表

記と し ます。

ご意見をふまえ、 用語解説に

追加し ます。

ご意見をふまえ、 用語解説に

追加し ます。

有

有

有

３ 19 人権教育を基礎においた家庭教育、 保

育、 学校教育の推進 における 学校教育

の推進に関わり 、 学校教育における 性教

育の推進について、 世界では人権尊重を

基盤に、 幅広く 科学的根拠に基づいて性

を学ぶ「 包括的性教育」 が広がっていま

す。 し かし 、 小中学校の学習指導要領に

は、 性交に関する 記述がなく 、 文部科学

省は「 性交について、 集団で一律に指導

する 内容と し ては取り 扱わない」 と する

いわゆる「 はどめ規定」 を設けています。

性暴力や虐待等が増える 中、 性交に触

れずに、 性暴力の被害について学ぶのに

は無理があり 、 性行為が何かわから なけ

れば、 被害を被害と 気づかず、 被害を申

告する こ と も でき ません。

国の方針と 反する こ と を市の基本方針

に掲げら れないのは重々わかり ますが、

何ら かの形で人権尊重を基盤と し た包括

的性教育について触れていただければ幸

いです。

ご意見にあり まし た「 包括的

性教育」 に関し て本基本方針案

への記載はし ませんが、 内閣府

男女共同参画局が令和２ 年に

策定し た「 性犯罪・ 性暴力対策

の強化の方針」 をふま え、「 生

命の安全教育」 が全国の学校に

おいて推進さ れており 、 当市も

生命の尊さ を 学び生命を 大切

にする 教育、 自分や相手、 一人

ひと り を 尊重する 教育を 進め

ている と こ ろです。 性暴力や性

被害の予防のための教育につ

いても 、 生命を大切にする と い

う 意味で適切に教育を し てい

き たいと 考えています。

無

４ 22 こ の 4 月施行さ れる 改正障害者差別解

消法にまで言及すべき である 。 国で決定

さ れている から こ の方針に盛り 込むべき

である 。 改正点まで触れる べき である 。

合理的配慮の不提供は差別である く ら い

踏み込んだ文言は書けないのか。 あなた

たちは障害者に対し てオブラ ート に包む

表現し かし ていない。

ご意見をふまえ、 障害者差別

解消法の改正点については、 本

文に追記し ます。

有
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39

39

39

23

39

認知症に脳の障がいと ある が症病に関

わる ので障害が正し いのではないか。 同

じ く 成年後見制度も 法律に基づく も のだ

から 、 知的障がい者、 精神障がい者も 共

に障害者が正し い。

また、 精神的な障がいがある ためは不

要。 知的障がい者と は矛盾する 。 知的障

害者の定義の問題はご存知か。

バリ アフリ ーの説明はよ いが、 バリ ア

つま り 社会的障壁の説明と は少々異な

る 。 障害者基本法に定義さ れている 社会

的障壁を読むと よ い。 こ の法律は我々障

害者たちの原点である 。 バリ アフリ ーは

何も 障害者に限定さ れないから 、 障がい

のある 人の書き 出し は不適切。

総じ て障害者に対し て勉強不足であ

る 。 障害と 障がいの使い分けすら 触れて

いないのは呆れる し 、 無頓着である 。 触

れる べき である 。

バリ アフリ ーで障がいのある 人の社会

参加と はどのよ う なこ と を言う のか？伝

わってこ ない。

本基本方針案においては、 本

市の広報誌等における 表記の

考え方に基づき 、 法律名や制度

名など の固有名詞等を 除き 、

「 害」 の字をひら がなで表記し

ています。

ご意見をふま え、「 成年後見

制度」 の解説文から 削除し ま

す。

ご意見をふま え、「 バリ アフ

リ ー」 の解説文を修正し ます。

ご意見をふま え、「 障がい」

の使用についての考え方を 本

文に追記し ます。

就労、 地域の行事や活動への

参加等を イ メ ージし ていま し

たが、 先の「 バリ アフリ ー」 の

解説文へのご意見を受け、 該当

箇所については、 文言を修正し

ます。

無

有

有

有

―

５ 24 ⑤部落差別（ 同和問題） の「 現状と 課題」

の中に次のよ う な表記があり ます。

「 し かし ながら 、 就労などにおける 課題

や結婚問題などを中心と し た差別意識は

今なお残っています。」

こ のこ と についての実態は本当にある の

でし ょ う か。「 就労」 について実態がある

と すればそれが明ら かになった時点で、

市と し ては当然関係する 企業等への指

導、 改善チェ ッ ク をすべき こ と です。 そ

う いう 対応を市がし ている のなら そのこ

三重県人権セン タ ーにおい

て、 令和４ 年度中の部落問題に

関する 相談件数は、14 件であっ

たこ と を確認し ており ます。 現

在のと こ ろ、 当市のおいては、

就労や結婚等に際し 差別を 受

けた等の相談は寄せら れてい

ませんが、 実態を把握し た場合

は、 施策「 人権擁護と 救済の取

組」 に示し たよ う に、 関係機関

と 連携し ながら 適切に対応し

無
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と を示すべき です。 それがないのなら 、

実態がある のかないのか不透明なこ と に

なり ます。

ていき ます。

６ ―

24

31

人権施策基本方針についてコ メ ント い

たし ます。 最初の人権施策基本方針の施

行から 何度目の改正（ 改訂） になる ので

し ょ う か。 人権政策は変わる こ と なく 行

政だけではなく 、 市民と 共につく ってい

く も のです。 その理念には同感し 協力で

き る 部分は協力し ていき たく 思います。

先ず、 分野別施策について、 ３ 点ほど

コ メ ント さ せていただき ます。

１ 、 同和問題について

概ね同感でき る も のですが、 一点、 同

和利権と 行政の「 忖度」 は逆に同和問題

を顕在化さ せ市民啓発を逆境さ せる も の

です。 行政の公正さ が試さ れる 部分でも

あり ます。 法に基づき 真摯な態度で臨ん

でいただき たいと 思います。

２ 、さ まざまな人権問題について（ ２ 点）

（ １ ） 北朝鮮によ る 拉致被害者の人権に

ついて

こ の方針は第１ 次安倍内閣のと き から

人権問題と し て扱われまし たが、 当時か

ら 疑問に思っていた部分です。「 北朝鮮」

は略語であり「 朝鮮民主主義人民共和国」

が正式名称です。 本来、 朝鮮民主主義人

民共和国（ 以下、 北朝鮮） と 呼称さ れて

いまし たが、 いつの頃から かマスコ ミ を

含め「 北朝鮮」 が正式名称化さ れてし ま

いまし た。 こ れは「 国策」 と し ての「 呼

称」 なのか疑問を持ちます。 ま た、 こ の

拉致被害者問題は本来「 外交問題」 であ

り 、 市民に対し 「 人権問題」 だと する こ

と は、 人権課題と し て取り 上げら れた時

から 疑問に思っていまし た。 も ちろん被

害者の方々や親御様他関係者の皆さ んに

市町村合併後、 新市の基本方

針を策定し 、 今回が初めての改

定になり ます。

１ 「 部落差別の解消の推進に関

する 法律」 を踏まえながら 、 取

組を進めており 、 引き 続き 、 公

正に取組を進めます。

２

（ １ ） 法務省は、 人権啓発活動

強調事項の一つと し て「 北朝鮮

当局によ る 人権侵害問題に対

する 認識を深めよ う 」 を掲げて

います。 こ のこ と から 、 本基本

方針では同じ く 「 北朝鮮」 と 記

載する こ と と し ます。また、「 拉

致問題その他北朝鮮当局によ

る 人権侵害問題への対処に関

する 法律」 で、 地方公共団体の

責務と し て、 こ の問題に関し 啓

発を 図る よ う 努める も のと す

る と さ れている こ と から も 、 人

権問題と 捉え、 啓発を進める 必

要がある と 考えます。

－

無

無
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４ 基本方針（ 案） の修正箇所

（ １ ） パブリ ッ ク コ メ ント の意見を受けての修正

29

―

と っては、 大変な人権侵害ですが、 いた

ずら に「 敵視」 する こ と は果たし てどう

なのか、 国と 国の外交関係を市民共通の

人権問題と する こ と はいま だに疑問で

す。

（ ２ ） 今回の基本方針に記載さ れる と 思

っていたのですが「 LGBTQ +」 については

方針化さ れなかったのですね。

薬害エイ ズ問題のと き も 思っ たのです

が、 声を上げる こ と は差別と 闘う こ と を

意味する と 思っています。 当時も 意味も

わから ず、 偏見・ 差別が蔓延っていたと

記憶し ていますし 、 啓発記事を書いたと

き も 「 なぜあのよ う な者たちを擁護する

のか」と いったク レームも 経験し まし た。

行政は、 勇気を持ってカミ ングアウ ト し

た方々の味方になって欲し いし 、 多様性

を認める 「 市」 になってほし いと 思いま

す。

今回、 こ の基本方針は「 コ ンサル」 に

よ って書かれたと いう 話を聞き まし た。

当然、 市の方針や審議会の検討を重ね作

成さ れたも のだと は思いますが、 市職員

が実行し ていく 際に血の通った方針と し

て施行し ていける よ う 、 市民の気持ちに

根付いたも のと し て施行し ても ら える よ

う 望みます。

（ ２ ）「 性的指向及び性自認（ 性

同一性） に関連する 偏見や差

別」（ 第２ 章（ ４ ） ⑧） と し て

新たに項目を設けています。 今

後は改定後の基本方針に基づ

き 、 多様な性のあり 方を認め合

える 社会づく り に向け様々な

施策に取り 組んでいき ます。

基本方針案については、 現基

本方針を基に、 伊勢市人権施策

審議会にご 意見を いただき な

がら 、 また委託業者の知見を参

考にし つつ作成し ています。 今

後は改定後の基本方針に基づ

き 、 人権が尊重さ れ守ら れる 誰

も が住みよ い伊勢市の実現を

目指し 、 職員一丸と なって様々

な施策に取り 組んでいき ます。

無

無

No 頁 行 修正前 修正後

１ 15 表

３ ―

施策： 救済に向けた連携の強化

内容： 多様化する 相談内容に対し 、

適切な支援先へつなげる ため、日
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頃から 各分野の専門機関等と の

連携を密にする と と も に、救済の

制度を 持つ法務局や三重県と の

連携の充実を図り 、当事者間の問

題解決に向け支援し ていき ます。

２ 22 7 障がいの有無にかかわら ず 障害の有無にかかわら ず

３ 22 13

―

その後、 2021 年（ 令和３ 年） ６ 月

に、「 障害者差別解消法」 が改正さ

れ、 2024 年（ 令和６ 年） ４ 月から 、

事業者によ る 社会的障壁の除去の

実施に係る 合理的な配慮の提供が

義務化さ れる こ と と なり まし た。

４ 23

―

※「 障がい」 と 「 障害」 の表記につ

いて

本市の広報誌等における 表記の

考え方に基づき 、原則と し て法律名

や制度名などの固有名詞等を除き 、

「 害」の字をひら がなと し「 障がい」

と 表記し ています。

５ 38

―

■権利擁護

障がいや認知機能の低下など によ

り 自分の権利を 主張する こ と に困

難さ を 抱えている 人が尊厳を保ち

ながら 生活でき る よ う に、適切な権

利の行使を支援し たり 、権利の侵害

の解消や予防をする こ と 。

６ 39

―

■社会的障壁

障がいがある 人にと って、日常生活

や社会生活を営む上で障壁（ バリ

ア） と なる よ う な社会における 事

物、 制度、 慣行、 観念その他一切の

も ののこ と 。

７ 39 ■成年後見制度

認知症高齢者、知的障がい者、精神

障がい者など 精神的な障がいがあ

る ため判断能力が不十分な人が不

利益を生じ ないよ う 、代理人を立て

■成年後見制度

認知症高齢者、知的障がい者、精神

障がい者など 判断能力が不十分な

人が不利益を生じ ないよ う 、代理人

を立てて契約を行ったり 、ある いは
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（ ２ ） その他の修正

て契約を行ったり 、ある いはそれを

取り 消すこ と ができ る よ う にする

制度。

それを 取り 消すこ と ができ る よ う

にする 制度。

８ 40 ■バリ アフリ ー

障がいのある 人の社会参加にと っ

て障壁（ バリ ア） と なる も のを取り

除く こ と 。それによ って、高齢者や

幼児、妊産婦にと っても 暮ら し やす

い社会の建設につながる と いう 考

え方。も と は建築用語だったが、物

理的障壁だけでなく 、 制度、 文化・

情報、意識の面にも 概念が広げら れ

た。 はじ めから バリ アのない状態

（ ユニバーサルデザイ ン） は、実践

的にはバリ アフ リ ーの蓄積によ っ

て実現さ れる 。

■バリ アフリ ー

日常生活や社会生活を 送る 上で障

壁（ バリ ア） と なり 得る 事物、制度、

慣行、観念などを取り 除く こ と 。そ

れによ り すべての人にと っ て暮ら

し やすい社会の建設につながる と

いう 考え方。はじ めから バリ アのな

い状態（ ユニバーサルデザイ ン）は、

実践的にはバリ アフ リ ーの蓄積に

よ って実現さ れる 。

頁 行 修正前 修正後

１ 28 表

１ ―

施策： 啓発の推進

内容： イ ンタ ーネッ ト での人権侵害

について、 広報やホームページ、

講座など を活用し た啓発活動を

行います。

２ 40

ある 個人や集団が実際に持つ、また

は、そう 受け取ら れている「 アイ デ

ンティ ティ ー要素」（「 宗教、 民族、

国籍、 人種、 肌の色、 血統、 ジェ ン

ダー」 など） だけでなく 、 言語、 経

済的・ 社会的出自、障害、健康状態、

性的指向と いっ た多岐にわたる 特

徴をも 非難する も の。

ある 個人や集団が実際に持つ、また

は、そう 受け取ら れている「 アイ デ

ンティ ティ ー要素」（「 宗教、 民族、

国籍、 人種、 肌の色、 血統、 ジェ ン

ダー」 など） だけでなく 、 言語、 経

済的・ 社会的出自、 障がい、 健康状

態、性的指向と いった多岐にわたる

特徴をも 非難する も の。



（ 案）

※修正箇所のある ページを抜粋

総務政策委員協議会資料４ －２

令和６ 年２ 月７ 日

担当： 環境生活部 人権政策課
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人権に関する さ ま ざま な相談に対応する ため、生活相談や人権相談を行っていま すが、相談内

容の多様化など から 、 その取組や情報提供機能の充実強化を図る こ と が必要と なっていま す。

ま た、 人権が侵害さ れた被害者の救済に関し ては、 国の状況をふま えながら 、 被害を最小限に

止める 保護のあり 方を 要請する と と も に、 潜在化し がちな人権侵害の被害状況の把握に努めま

す。

l さ ま ざま な人権相談に対応する ために、 津地方法務局や三重県人権センタ ーなどの関係機関

と 連携し て相談員の資質向上を図る など 、 相談、 支援体制の充実に努めま す。

施 策 内 容

相談体制の整備

• 三重県人権センタ ー、児童相談所など の県の機関と 人権擁

護委員、 民生委員、 児童委員、 Ｎ Ｐ Ｏ などと の情報交換を

密にする など、 関係機関の連携を充実する こ と によ り 、 相

談、 支援体制の充実に努めま す。

相談体制の周知
• 各種相談機関などに関する 情報について「 広報いせ」 をは

じ め、 各種広報媒体を活用し 、 提供し ていき ま す。

救済に向けた連携の強化

• 多様化する 相談内容に対し 、 適切な支援先へつなげる た

め、 日頃から 各分野の専門機関等と の連携を密にする と と

も に、 救済の制度を持つ法務局や三重県と の連携の充実を

図り 、 当事者間の問題解決に向け支援し ていき ま す。
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わが国では 1 9 9 3 年（ 平成５ 年） に、 こ れま での「 心身障害者対策基本法」 が「 障害者基本

法」 に改めら れま し た。 ま た、 2 0 0 4 年（ 平成 1 6 年） には「 障害者基本法」 が改正さ れ、 障が

いのある 人の自立と 社会参加の支援など が明示さ れ、 基本的理念に障がいを 理由と する 差別な

ど の禁止が規定さ れま し た。 2 0 0 6 年（ 平成１ ８ 年） には、「 障害者自立支援法」 が施行さ れ、

障がいのある 人が地域で暮ら せる 社会づく り の実現に向けた施策への転換が図ら れま し た。

さ ら に、 2 0 1 1 年（ 平成 2 3 年） には「 障害者権利条約」 の批准に必要な法整備の一環と し て

「 障害者基本法」 が改正さ れ、 障害の有無にかかわら ず、 人格と 個性を尊重する 共生社会の実現

が目的に掲げら れま し た。 ま た、 障がいのある 人が社会参加でき ない理由には社会の側の障壁

（ バリ ア） がある と し 、その社会的障壁の除去に向けた合理的な配慮の義務化など が規定さ れま

し た。 2 0 1 3 年（ 平成 2 5 年） ６ 月には、 すべての国民が障害の有無によ って分け隔てら れる

こ と なく 、 相互に人格と 個性を尊重し 合いながら 共生する 社会の実現をめざし て、「 障害を理由

と する 差別の解消の推進に関する 法律（ 障害者差別解消法）」 が制定さ れ、 2 0 1 6 年（ 平成 2 8

年） に施行さ れま し た。 その後、 2 0 2 1 年（ 令和３ 年） ６ 月に、「 障害者差別解消法」 が改正さ

れ、 2 0 2 4 年（ 令和６ 年） ４ 月から 、事業者によ る 社会的障壁の除去の実施に係る 合理的な配慮

の提供が義務化さ れる こ と と なり ま し た。

障がいの有無によ って分け隔てら れる こ と なく 、相互に人格と 個性を尊重し 合いながら 、共生

する 社会を実現する ため、 障がいのある 人が必要な支援を受けながら 、 自ら の決定に基づき 、 社

会のあら ゆる 活動に参加する 主体と し てと ら え、 自ら の能力を最大限発揮し 自己実現でき る ま

ちづく り を推進する 必要があり ま す。

l 障がいのある 人への社会的障壁を 取り 除く のは社会の責務である と いう 障がいの社会モデ

ルの観点から 、 障がいに対する 正し い知識の普及や配慮が必要なこ と への理解を深める 取り

組みを推進し ま す。

l 誰も が自分ら し く 暮ら せる 自立と 共生のま ちを目指し 、 自己決定、 自己選択を尊重し つつ、

個々のラ イ フ ス タ イ ルや環境に応じ た日常生活など の支援を進めま す。

施 策 内 容

権利擁護の推進、 虐待防止

・ 障がいのある 人の権利擁護の推進に向けて、 関係機関と の

連携を強化し 、 地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の適

切な利用支援を進めま す。

・ 障害者虐待防止法に基づき 、 関係機関の連携体制の強化や

相談体制の整備、 啓発を推進する など、 障がいのある 人へ

の虐待を防止し ま す。
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※「 障がい」 と 「 障害」 の表記について

本市の広報誌等における 表記の考え方に基づき 、 原則と し て法律名や制度名などの固有

名詞等を除き 、「 害」 の字をひら がなと し 「 障がい」 と 表記し ていま す。

施 策 内 容

相談・ 支援体制の充実

・ 相談支援セン タ ーによ る 障がいのあ る 人に関する さ ま ざ

ま な相談への対応と 適切な機関・ 制度につなぐ 支援を充実

し ま す。

障がいに関する 教育・ 啓発活動

の推進

・ 障がいの特性や必要な配慮など の理解を深める よ う に、 障

がい者サポータ ー制度を推進する と と も に、 障がいの有無

に関わら ず、 誰も が楽し める イ ンク ルーシブス ポーツ など

の交流の場づく り を推進し 、 市民の意識の啓発・ 広報活動

を進めま す。

地域社会での自立の促進

・ 障がいのある 人の活動の場を広げ、 自由な社会参加が可能

と なる 社会にし ていく ため、 生活環境面でのバリ アの除去

に努める と と も に、 あら ゆる 機会を通じ て、 心のバリ アを

なく し ていく ための啓発に取り 組みま す。

生涯学習・ 交流機会の提供

・ 障がいのある 人がいき いき し た生活を送れる よ う に、 生涯

学習の機会と し て、 文化、 ス ポーツ 、 地域活動など の多様

な活動に参加でき る よ う 、 障がいのある 人の交流について

も 支援し ま す。

雇用・ 就労の促進

・ 障がいのある 人の雇用促進については、 「 障害者の雇用の

促進等に関する 法律」 の趣旨に基づき 、 雇用の拡大、 職業

の安定のための啓発を進めま す。

・ 障がい特性に合っ た多様な雇用機会の提供と 就労後の定

着支援を進める べく 、 関係機関と 連携し た総合的な就労支

援を行いながら 、 障がいのある 人の就労促進を図り ま す。
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イ ンタ ーネッ ト は、私たちの生活の広い分野にわたって利用さ れており 、なく てはなら ないも

のと なっていま す。 私たちの生活をよ り 豊かに、 よ り 便利にし てく れる 一方で、 イ ンタ ーネッ ト

上の人権侵害の課題と し ては、 他人への誹謗中傷や侮辱、 プラ イ バシーの侵害、 S NS いじ め、

特定の民族や国籍の人々を排斥する 差別的言動（ いわゆる ヘイ ト ス ピ ーチ）など が挙げら れま す。

こ のよ う な行為は人を 傷つける も のであり 、 人権侵害にあたる 行為をし た人が罪に問われる こ

と も あり ま す。

小学生・ 中学生など の青少年のイ ンタ ーネッ ト の利用が年々増加し ている 一方、 S N S など を

利用し た誹謗中傷や売春に巻き 込ま れる など 、 こ ど も が加害者や被害者になる 事案も 発生し て

いま す。 国は、 2 0 0 9 年（ 平成 2 1 年） ４ 月よ り 「 青少年が安全に安心し てイ ン タ ーネッ ト を

利用でき る 環境の整備等に関する 法律」 を施行し て対策を進めていま す。（ 2 0 1 8 年（ 平成 3 0

年） に改正）

こ のよ う な問題に対し ては、 人権教育や啓発と いった取組を強化し ていく こ と が重要であり 、

そう し た行為が重大な人権侵害である こ と を すべての市民が認識する 必要があり ま す。 ま た人

権意識やメ ディ アリ テラ シー（ メ ディ アから 必要な情報を引き 出し 、 その真偽を見抜き 、 活用す

る 能力） を高める 教育や啓発を充実さ せる 必要があり ま す。

l イ ンタ ーネッ ト 上での個人に対する 誹謗・ 中傷、 差別書込みを防ぐ ため、 啓発活動の推進に

努めま す。

l 学校教育においては、 イ ンタ ーネッ ト の特徴と 正し い理解、 利用、 モラ ルなど についての教

育を推進し ま す。

l イ ンタ ーネッ ト 上の人権侵害や、 プラ イ バシーに関する 問題に対する 相談・ 支援体制を充実

さ せま す。

施 策 内 容

啓発の推進
・ イ ン タ ーネッ ト での人権侵害について、 広報やホーム ペー

ジ、 講座などを活用し た啓発活動を行いま す。

イ ン タ ーネッ ト 上の人権教育

の充実

・ 学校教育において、イ ンタ ーネッ ト 上の人権侵害に対し て理

解を深める 教育を実施し ま す。

人権侵害に対する 対応
・ イ ンタ ーネッ ト 上での人権侵害について、プロ バイ ダ事業者

など の関係機関と 連携し 、 削除要請など 適切に対応し ま す。

相談体制の充実
・ イ ン タ ーネッ ト における 人権問題の相談体制を 充実する と

と も に、 その周知を行いま す。
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消防指令業務の共同運用について  

 

１  概要 

  119 番通報を 受信し 、 救急隊や消防隊に出動指令を出す消防指令業務（ 通

信指令業務） について、 広域的な災害対応の強化及び施設整備や維持管理に

係る 経費の削減並びに人員の効率化など を 目的と し て、 消防指令シス テムの

更新時期が近い松阪市以南の７ 消防本部によ る 消防指令業務の共同運用を 検

討し ていま す。  

 

２  本市の現状及び共同運用の状況 

  本市の平成 28 年から 運用し ている 消防指令シス テムは、 常に信頼性の高い

機能を 維持する 必要がある こ と から 、 定期的に保守点検等を 実施し ていま す

が、 12 年程度で更新が必要と なり 、 令和 10 年に更新の時期を 迎えま す。  

  ま た、 こ れま で、 消防指令シス テムは、 消防本部ごと に整備する こ と が一般

的でし たが、総務省消防庁において「 市町村の消防の連携・ 協力に関する 基本

指針」 が改正さ れ、消防指令業務の共同運用が特に効果が大き いも のの一つと

し て示さ れま し た。 令和５ 年４ 月現在、 全国で 46 地域 193 消防本部において

共同運用が行われており 、 今後においても 増加傾向にあり ま す。  

  三重県においては、「 三重県消防広域化及び連携・ 協力に関する 推進計画」

が策定さ れ、 ３ 地域で消防指令業務の共同運用が開始又は予定と なっていま す。  

  

【 三重県内の状況】  

  ①三重北消防指令センタ ー Ｈ28～運用開始 

   （ 四日市市、 桑名市、 菰野町 587, 520 人）  

  ②（ 仮称） 三重西消防指令センタ ー Ｒ ６ ～予定 

   （ 伊賀市、 名張市 165, 153 人）   

③（ 仮称） 三重中央消防指令センタ ー Ｒ ８ ～運用予定 

   （ 津市、 鈴鹿市、 亀山市  520, 042 人）  

   

 

①  

② ③ 

総務政策委員協議会 資料５ －１  

令和６ 年２ 月７ 日 

担当： 消防本部 総務課 

        通信指令課 

１  



３  共同運用する 消防本部 

① 伊勢市（ １ 市２ 町）        145, 653 人 

② 松阪地区広域消防組合（ １ 市２ 町） 195, 611 人 

③ 鳥羽市（ １ 市）           17, 525 人 

④ 志摩市（ １ 市１ 町） ※旧南勢町含む 52, 630 人 

⑤ 紀勢地区広域消防組合（ ３ 町） ※旧南島町含む  20, 899 人  

⑥ 三重紀北消防組合（ １ 市１ 町）    30, 856 人 

⑦ 熊野市（ １ 市２ 町）         34, 365 人  

   計 ７ 消防本部（ ６ 市 10 町）   497, 539 人    

 

４  共同運用によ り 見込ま れる 主な効果 

( 1)  119 番通報が集中し た場合における 受信能力及び処理能力が向上し ま す。 

( 2)  災害発生状況を 一元的に把握する こ と ができ る ため、広域的な災害対応の 

強化が図れま す。   

( 3)  施設整備費や維持管理費を 削減する こ と ができ ま す。  

( 4)  人員の効率化によ り 、 増加傾向にある 救急出動、 自然災害等に対応する た 

めの消防署の体制強化が図れま す。  

 

５  消防指令業務の共同運用に係る 経費 

 ( 1) 消防指令シス テム整備及び施設整備（ ７ 消防本部）  

  ①消防指令シス テム整備設計業務          26, 950 千円 

  ②消防指令シス テム整備工事           2, 013, 044 千円 

  ③伊勢市消防本部４ 階フ ロ ア改修設計業務   5, 500 千円 

  ④伊勢市消防本部４ 階フ ロ ア改修工事等    90, 354 千円   

                  合計 2, 135, 848 千円 

    

※各消防本部が単独で整備し た場合は 3, 312, 603 千円が必要と なり ま す。  

 

 

 

 

 
２  



 ( 2) 消防指令シス テム整備及び施設整備（ 伊勢市の負担額）  

    ①消防指令シス テム整備設計業務           6, 678 千円 

  ②消防指令シス テム整備工事         424, 507 千円 

③伊勢市消防本部４ 階フ ロ ア改修設計業務   1, 363 千円 

  ④伊勢市消防本部４ 階フ ロ ア改修工事等    22, 389 千円   

                   合計 454, 937 千円 

  ※単独で整備し た場合に必要な 660, 000 千円に比べ約 30％削減でき ま す。  

  ※防災対策事業債を 活用予定（ 充当率 90％のう ち交付税算入率 50％）  

 

 ( 3) 維持管理に係る 経費（ ７ 消防本部 10 年間総額）  

   2, 131, 393 千円（ 伊勢市の負担分 528, 117 千円）   

※伊勢市が単独で整備し た場合： 589, 091 千円 

 

６  人員の効率化 

 共同運用に必要と なる 28 人を各消防本部から 配分し ま す。  

 ・ ７ 消防本部   67 人 → 28 人（ △39 人）  

 ・ 伊勢市消防本部 13 人 →  ８ 人（ △５ 人）  

 

７  消防指令センタ ーを 整備する 場所 

 ・ 伊勢市消防本部４ 階（ 竣工： 平成 27 年 11 月 床面積： 609. 71 ㎡ ）  

建物構造 ：  鉄筋コ ンク リ ート 造４ 階建 防災センタ ー併設（ 免震構造）  

 

８  共同運用の方法 

   職員の身分の変更や自治体の権限の移動がないこ と 、 協議会と し て実施し

た業務はそれぞれの自治体が行っ た業務と し て効力を 有する こ と など から 地

方自治法第 252 条の２ の２ に基づく 協議会を 設置し て運用し ま す。  

 【 協議会規約の概要】  

  ・ 協議会の事務所は伊勢市に置く 。  

  ・ 協議会の職員は各消防本部から 配分する 。

  ・ 協議会の事務は伊勢市の条例等によ り 管理及び執行する 。  

  ・ 協議会の事務に要する 費用は、 均等按分及び人口割によ り 伊勢市に納付

する 。（ 均等按分 30％、 人口按分 70％）  

３  



９  三重南消防連携・ 協力実施計画の提出について 

  総務省消防庁の定める「 市町村の消防の連携・ 協力に関する 基本指針」 にお 

いて、消防の連携・ 協力を行おう と する と き は、連携・ 協力実施計画を 作成し 、  

都道府県に提出する こ と と さ れていま す。  

 なお、 連携・ 協力実施計画に基づき 実施する 高機能消防指令センタ ーの整 

備・ 改修については、 財政措置が講じ ら れま す。  

  ま た、令和 10 年度以降に更新予定のデジタ ル無線の更新についても 、連携・

協力実施計画に含むこ と で財政措置が講じ ら れま す。  

 

10 今後のス ケジュ ール（ 予定）  

  令和６ 年３ 月   消防連携・ 協力実施計画を 三重県へ提出 

  令和６ 年６ 月   協議会の設立について各議会へ報告 

             協議会規約議案を 各議会へ提出（ 議決）  

      ８ 月   協議会設置に関する 協議書の締結 

           協議会の設置を 三重県へ届出 

  令和７ 年３ 月   実施設計に係る 予算要求 

  令和７ 年４ 月～  実施設計（ 消防指令シス テム整備）  

  令和８ 年３ 月    整備工事に係る 予算要求 

      ４ 月～  整備工事（ 消防指令シス テム整備）  

実施設計（ 消防本部４ 階フ ロ ア改修）  

  令和９ 年度    整備工事（ 消防指令シス テム整備、４ 階フ ロ ア改修１ 期） 

           基礎調査（ デジタ ル無線）  

  令和 10 年４ 月～  共同運用開始 

           整備工事（ 消防本部４ 階フ ロ ア改修２ 期）  

           実施設計（ デジタ ル無線）  

  令和 11 年４ 月～ 更新工事（ デジタ ル無線）  

  令和 13 年４ 月～ 運用開始（ デジタ ル無線）  

 

４  













2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

度会町 8,309 7,847 7,332 6,784 6,229 5,671 5,107 4,573

玉城町 15,431 15,041 14,733 14,355 13,927 13,480 12,970 12,389

伊勢市 127,817 122,765 117,152 110,846 104,428 97,992 91,599 85,241
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2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 66 52 41 51 46 41 50 33 41 42

鳥羽 15 22 5 6 10 9 9 6 13 5

熊野 17 18 11 20 21 17 22 12 17 13

志摩 28 29 35 34 33 34 52 46 25 20

紀北 19 13 13 16 11 8 13 13 18 13

松阪 120 100 88 90 61 96 85 68 80 73

紀勢 25 12 9 21 8 29 14 12 9 8

合計 290 246 202 238 190 234 245 190 203 174
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図表12 火災件数の推移



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 7,550 7,320 7,488 7,737 8,088 8,817 8,579 7,594 7,705 9,172

鳥羽 1,490 1,401 1,461 1,517 1,461 1,533 1,570 1,270 1,280 1,524

熊野 2,172 2,018 2,184 2,123 2,217 2,115 2,216 1,863 2,094 2,292

志摩 3,782 3,872 3,954 4,028 4,480 4,490 4,533 3,883 3,893 4,586

紀北 2,088 2,006 2,191 1,944 2,082 2,181 2,225 2,044 2,099 2,261

松阪 14,711 14,226 14,585 14,263 14,381 15,220 14,963 13,150 13,403 15,539

紀勢 1,672 1,600 1,678 1,742 1,929 1,913 1,923 1,630 1,684 1,779

合計 33,465 32,443 33,541 33,354 34,638 36,269 36,009 31,434 32,158 37,153
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図表13 救急件数の推移



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 64 66 76 69 53 47 74 70 78 95

鳥羽 5 10 2 7 2 7 5 11 10 6

熊野 16 25 19 15 21 17 16 18 14 20

志摩 22 26 40 26 32 34 31 22 23 36

紀北 38 49 64 67 61 57 47 28 21 25

松阪 100 148 118 115 146 146 126 123 90 119

紀勢 32 23 17 20 15 28 19 21 20 14

合計 277 347 336 319 330 336 318 293 256 315
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図表14 救助件数の推移



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 10,993 10,356 10,448 10,452 10,909 11,952 11,783 10,226 10,489 13,376

鳥羽 2,402 1,976 2,982 1,855 2,267 1,775 1,890 1,598 1,538 2,063

熊野 3,989 2,185 4,120 3,638 3,010 2,878 3,039 2,502 2,755 2,635

志摩 3,893 4,000 4,062 4,130 4,586 4,616 4,633 3,951 3,989 4,672

紀北 1,915 2,130 2,031 2,294 1,698 1,934 2,364 2,666 2,675 2,964

松阪 17,164 16,430 17,021 16,074 16,789 17,998 17,334 16,889 16,856 19,599

紀勢 1,996 1,841 2,190 2,072 2,417 2,455 2,468 2,284 2,452 2,493

合計 42,352 38,918 42,854 40,515 41,676 43,608 43,511 40,116 40,754 47,802
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図表15 119番通報受信件数の推移



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 58,157 54,823 58,607 39,307 59,317 65,069 59,653 80,926 70,603 70,045

鳥羽 10,656 11,400 10,853 11,348 11,431 11,241 11,730 14,888 12,825 12,972

熊野 25,475 23,986 23,610 23,487 22,906 23,739 23,435 28,253 26,278 25,523

志摩 35,064 29,667 32,420 32,423 33,530 30,348 31,159 37,632 33,739 33,864

紀北 20,013 20,313 20,028 20,025 20,110 20,546 21,327 25,435 21,789 22,366

松阪 75,126 80,990 79,012 76,523 77,958 84,664 91,160 112,951 99,264 96,031

紀勢 11,964 21,934 18,993 18,874 17,936 17,871 17,697 21,368 20,259 20,280

合計 236,455 243,113 243,523 221,987 243,188 253,478 256,161 321,453 284,757 281,081
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図表16 一般会計決算額（ 歳出）  （ 百万円）



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 1,915 2,122 3,413 1,939 1,811 1,857 1,715 1,783 2,048 1,935

鳥羽 437 399 546 421 615 560 578 918 419 497

熊野 745 1,144 771 761 797 788 829 769 777 848

志摩 1,197 1,436 2,509 1,290 1,167 1,200 1,227 1,252 1,456 1,334

紀北 1,053 1,334 1,372 1,056 1,017 1,060 1,071 1,666 1,106 1,338

松阪 2,150 2,312 2,365 2,079 2,050 2,355 2,717 2,555 2,272 2,172

紀勢 662 900 1,036 677 712 748 763 754 733 812

合計 8,159 9,647 12,012 8,223 8,169 8,568 8,900 9,697 8,811 8,936
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図表17 消防費決算額（ 歳出）  （ 百万円）



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

伊勢 190 190 200 200 200 200 200 200 200 200

鳥羽 43 46 46 46 46 46 46 46 46 46

熊野 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

志摩 154 154 154 154 154 154 150 150 150 150

紀北 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

松阪 275 275 275 275 275 275 275 275 280 280

紀勢 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

合計 955 958 968 968 968 968 964 964 969 969
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図表18 消防職員数の推移（ 条例定数）



伊勢 鳥羽 熊野 志摩 紀北 松阪 紀勢 平均

2019年 86.9% 71.9% 81.6% 77.5% 76.2% 76.6% 89.8% 80.1%

2022年 84.4% 71.6% 81.6% 80.2% 74.1% 93.3% 89.8% 82.1%
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図表19 消防力の整備指針に基づく 消防職員の充足率
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